
Google ブブブブッッッッククククススススのののの改改改改定定定定和和和和解解解解契契契契約約約約書書書書にににに関関関関すすすするるるる質質質質問問問問 
 
 
どどどどののののよよよよううううなななな点点点点がががが変変変変更更更更さささされれれれたたたたののののでででですすすすかかかか。。。。 
変更点の概要については、要約文書（http://books.google.com/intl/ja/googlebooks/agree
ment/SettlementModificationsOverview.pdf）をご覧ください。より詳しい内容については
、補足通知書（http://www.googlebooksettlement.com/intl/ja/Supplemental-
Notice.pdf）をご覧ください。 
 
対対対対象象象象国国国国をををを減減減減ららららししししたたたたののののははははななななぜぜぜぜでででですすすすかかかか。。。。ななななぜぜぜぜ英英英英国国国国、、、、オオオオーーーースススストトトトララララリリリリアアアア、、、、カカカカナナナナダダダダのののの書書書書籍籍籍籍はははは引引引引きききき続続続続きききき対対対対象象象象にににに

ななななっっっったたたたののののでででですすすすかかかか。。。。 
海外の権利保持者からの意見を勘案した結果、原告は、法的な伝統が共通し、出版業界の慣習が

似ている国を対象とすることに決定しました。 
 
米米米米国国国国、、、、英英英英国国国国、、、、オオオオーーーースススストトトトララララリリリリアアアア、、、、カカカカナナナナダダダダ以以以以外外外外のののの国国国国のののの作作作作家家家家やややや出出出出版版版版社社社社がががが、、、、和和和和解解解解のののの対対対対象象象象ににににななななるるるるここここととととははははあああありりりり

まままますすすすかかかか。。。。 
はい、あります。2009 年 1 月 5 
日以前に著作権を米国著作権局に登録した場合や、英国、オーストラリア、またはカナダで書籍

を出版した場合は、この和解の対象となります。この条件に当てはまれば、どの国の権利保持者

も対象となります。 
 
対対対対象象象象外外外外のののの作作作作家家家家やややや出出出出版版版版者者者者がががが和和和和解解解解にににに参参参参加加加加すすすするるるるににににははははどどどどううううししししたたたたららららよよよよいいいいでででですすすすかかかか。。。。 
改定和解契約の対象とならない権利保持者は、この和解に参加できません。ただし、Google 
では、今回の和解の対象外となった国々の権利保持者を含め、世界中の権利保持者または権利保

持団体と直接交渉して同様の和解を実現し、その書籍についても世界中から閲覧できるようにし

たいと考えています。世界中の作家や出版社の皆様は、Google のパートナー 
プログラムを通じて、販売促進プログラムや収益創出プログラムに参加することもできます。 
 
ここここのののの和和和和解解解解はははは米米米米国国国国連連連連邦邦邦邦議議議議会会会会ででででのののの法法法法制制制制化化化化にににに影影影影響響響響ししししまままますすすすかかかか。。。。孤孤孤孤児児児児作作作作品品品品にににに関関関関すすすするるるる法法法法制制制制化化化化がががが制制制制限限限限さささされれれれるるるるこここことととと

ははははあああありりりりまままますすすすかかかか。。。。 
この和解によって、この分野での米国連邦議会の立法権限が制限されることはありません。集団

訴訟の和解という仕組みは米国連邦議会によって制定されたものであり、9 
月の下院司法委員会の公聴会で一部の議員が表明したとおり、議会が今後どう対応するかという

見通しに基づいて訴訟手続きが停止すべきではありません。この和解は孤児作品に関する法制化

を補完するものです。この和解によって、絶版本へのアクセスが拡大され、絶版本の権利保持者

が特定されます。この和解によって、孤児作品の法制化に関する別の事案に対して、米国連邦議

会の対応が制限されることは一切ありません。 
 
ここここのののの和和和和解解解解のののの改改改改定定定定にににによよよよっっっってててて、、、、米米米米国国国国外外外外ののののユユユユーーーーザザザザーーーーがががが利利利利用用用用すすすするるるる Google ブブブブッッッッククククススススはははは変変変変更更更更さささされれれれまままますすすすかかかか。。。。 
いいえ。この和解は米国での訴訟の結果であるため、米国内のユーザーが利用する Google 
ブックスにのみ影響します。米国外のユーザーが利用する Google 
ブックスは現状のままとなります。Google 
では、今回の和解の対象外となった国々の権利保持者とも引き続き交渉し、それらの権利保持者

の書籍についても、今回和解したサービスに準じた形で世界中からアクセスできるようにしたい

と考えています。 
 
 
今今今今回回回回のののの改改改改定定定定にににによよよよっっっっててててププププラララライイイイババババシシシシーーーーのののの問問問問題題題題はははは解解解解決決決決ししししたたたたののののでででですすすすかかかか。。。。 
改定和解契約書には、Google 
と版権レジストリが有効な法的手続きなしで個人情報を共有することはないと明記されています



。Google では、厳格なプライバシー 
ポリシー（http://books.google.com/googlebooks/privacy.html）（英語）を定めており、
Google ブックス 
ユーザーの個人情報の取り扱い方法について細かく規定しています。また、Google 
のプライバシー 
コミットメント（http://www.ftc.gov/os/closings/090903bcpgoogleletter.pdf）（英語）
についても、米国連邦取引委員会に直接提出しました。 
 
ここここのののの和和和和解解解解はははは、、、、和和和和解解解解契契契契約約約約のののの金金金金銭銭銭銭的的的的なななな条条条条件件件件にににに影影影影響響響響ししししまままますすすすかかかか。。。。 
和解契約の金銭的な条件に変更はありません。 
 
今今今今後後後後のののの予予予予定定定定ににににつつつついいいいてててて教教教教ええええててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。 
改定和解契約書は、2009 年 11 月 13 日に裁判所に提出されました。裁判所は、2009 年 11 
月 19 日に改定和解契約書を予備承認し、通知期間、異議申立期間を経て 2010 年 2 月 18 
日に最終公正公聴会を開催することを決定しました。詳しくはwww.googlebooksettlement.c
omをご覧ください。 
 
 
 
 
 


